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令和８年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
【令和８年３月１７日】 

 

 

１ 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 提案理由 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）の一部改

正に伴い、補償基礎額等を改定するほか、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 補償基礎額の改定（第５条第２項） 

最低額 ９，７００円 → １０，０００円 

最高額 １４，５００円 → １５，０００円 

  イ 扶養親族がある従事者に係る補償基礎額に加算する額の改定等（第５条第３項） 

(ア) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）がある従事者に係

る補償基礎額の加算の廃止 

(イ) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子に係る加算額 

 ３８３円 → ４３３円 

  ウ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

２ 文京区介護保険条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に伴い、令和８年度の保険料率の

算定に係る特例を設けるため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例（付則第１０条） 

令和８年度の保険料率の算定に当たっては、給与所得を得ている第一号被保険者（令和７年中の給与等

の収入金額が５５万千円以上１９０万円未満の者に限る。）の合計所得金額について、所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第２項の規定により計算した金額に、令和７年中の給与等の収入金額に応じ

て算定した額を加算した額を用いる。 

イ 令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例（付則第１１条） 

    令和７年度税制改正による給与所得控除の引上げに伴い、第１号被保険者本人又は世帯員の市町村民税

の課税の有無が変わり得る場合において、令和８年度の保険料率の算定に係る市町村民税の課税・非課税

の判定を行うに当たっては、給与所得控除の引上げ前の算定方法を用いた判定となるよう、次の措置を採

る。 

(ア) 世帯内に給与所得控除の引上げの影響により令和８年度に非課税となった者がいる場合には、当該者

は市町村民税世帯非課税者に該当しないものとみなす。 

(イ) 給与所得控除の引上げの影響により令和８年度に非課税となった第１号被保険者は、本人非課税者に

該当しないものとみなす。 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 
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３ 文京区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 子ども・子育て支援納付金に係る規定の新設、保険料率の改定等を行うとともに、国民健康保

険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改正に伴い、保険料賦課限度額の改定等を行う

ほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

 ア 子ども・子育て支援納付金に係る規定の新設（第１６条の６から第１６条の８まで及び第１９条の６） 

   子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、保険料に子ども・子育て支援金分を加算するため、子ども・

子育て支援納付金賦課額等について定める。 

  イ 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に合わせた賦課割合、保険料率等の改定等 

(ア) 賦課割合の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４）及び新設（第１６条の９） 

    ・基礎賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６１：３９  →  所得割：均等割＝５８：４２ 

    ・後期高齢者支援金等賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６１：３９  →  所得割：均等割＝５８：４２ 

    ・介護納付金賦課額の賦課割合 

     所得割：均等割＝６２：３８  →  所得割：均等割＝５８：４２ 

    ・子ども・子育て支援納付金賦課額の賦課割合（新設） 

     所得割：均等割＝５７：４３ 

(イ) 保険料率等の改定（第１５条の４、第１５条の１２及び第１６条の４）及び新設（第１６条の９） 

    ・基礎賦課額 

     所得割 １００分の７．７１  →  １００分の７．５１ 

     均等割 ４７，３００円    →  ４７，６００円 

    ・後期高齢者支援金等賦課額 

     所得割 １００分の２．６９  →  １００分の２．８０ 

     均等割 １６，８００円    →  １７，６００円 

    ・介護納付金賦課額 

     所得割 １００分の２．２３  →  １００分の２．４３ 

     均等割 １６，６００円    →  １７，８００円 

    ・子ども・子育て支援納付金賦課額（新設） 

     所得割 １００分の０．２７ 

     均等割 １，８００円 

     １８歳以上被保険者均等割 ７３円 

(ウ) 保険料から減額する額の改定及び新設（第１９条の２） 

     所得が一定額以下の場合に行う保険料の軽減について、保険料率等の改定及び新設に伴い、減じる額

の改定及び新設を行う。 

    ・７割減額 

     基礎賦課額            ３３，１１０円  →  ３３，３２０円 

     後期高齢者支援金等賦課額     １１，７６０円  →  １２，３２０円 

     介護納付金賦課額         １１，６２０円  →  １２，４６０円 

     子ども・子育て支援納付金賦課額               １，２６０円 

     子ども・子育て支援納付金賦課額（１８歳以上被保険者均等割）    ５２円 

    ・５割減額  

基礎賦課額            ２３，６５０円  →  ２３，８００円 

後期高齢者支援金等賦課額      ８，４００円  →   ８，８００円 

     介護納付金賦課額          ８，３００円  →   ８，９００円 

子ども・子育て支援納付金賦課額                 ９００円 

     子ども・子育て支援納付金賦課額（１８歳以上被保険者均等割）    ３７円 
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    ・２割減額 

     基礎賦課額             ９，４６０円  →   ９，５２０円 

     後期高齢者支援金等賦課額      ３，３６０円  →   ３，５２０円 

     介護納付金賦課額          ３，３２０円  →   ３，５６０円 

子ども・子育て支援納付金賦課額                 ３６０円 

     子ども・子育て支援納付金賦課額（１８歳以上被保険者均等割）    １５円 

   (エ) １８歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額（新設）（第１９条の６） 

１８歳未満被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、全額軽減とする。 

ウ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料賦課限度額等の改定及び新設 

   (ア) 基礎賦課限度額の改定（第１５条の８及び第１９条の２） 

６６０，０００円  →  ６７０，０００円 

※ 後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額については、改定なし 

   (イ) 子ども・子育て支援納付金賦課限度額の新設（第１６条の１０及び第１９条の２） 

     ３０，０００円 

(ウ) 保険料軽減対象の拡大（第１９条の２） 

 ・５割減額 

現行   基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（３０万５千円×被保険者等の数）   

  改正後  基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（３１万円×被保険者等の数） 

 ・２割減額 

  現行   基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（５６万円×被保険者等の数） 

  改正後  基準額 ＝ 基礎控除額 ＋（５７万円×被保険者等の数） 

エ 未就学児の被保険者均等割額から減じる額の改定及び新設（第１９条の４） 

  未就学児がいる場合に行う保険料の軽減について、保険料率等の改定及び新設に伴い、減じる額の改定

及び新設を行う。 

 (ア) ７割減額世帯  

   基礎賦課額               ７，０９５円  →   ７，１４０円 

   後期高齢者支援金等賦課額        ２，５２０円  →   ２，６４０円 

   子ども・子育て支援納付金賦課額（新設）               ２７０円 

 (イ) ５割減額世帯 

   基礎賦課額              １１，８２５円  →  １１，９００円 

   後期高齢者支援金等賦課額        ４，２００円  →   ４，４００円 

   子ども・子育て支援納付金賦課額（新設）               ４５０円 

 (ウ) ２割減額世帯 

   基礎賦課額              １８，９２０円  →  １９，０４０円 

   後期高齢者支援金等賦課額        ６，７２０円  →   ７，０４０円 

   子ども・子育て支援納付金賦課額（新設）               ７２０円 

 (エ) 所得による減額がない世帯  

基礎賦課額              ２３，６５０円  →  ２３，８００円 

後期高齢者支援金等賦課額        ８，４００円  →   ８，８００円 

子ども・子育て支援納付金賦課額（新設）               ９００円 

  オ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 
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４ 公園再整備工事（文京区立大塚仲町公園）請負契約 

⑴ 契約の目的  公園再整備工事（文京区立大塚仲町公園） 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金２億６，９５０万円 

⑷ 契約の相手方 東京都港区元赤坂一丁目５番８号 

         株式会社かたばみ 

         代表取締役 髙野博信 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 土木費 公園緑地費 

令和８年度 債務負担行為 

 

 

５ 文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事請負契約の一部変更について 

⑴ 提案理由 工事の内容の変更等に伴い、契約の一部を変更するため、提案する。 

⑵ 変更内容 

ア 契約の目的  文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事 

イ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

ウ 契約金額   金７８億１，９４８万２，０００円 

  （変更前の契約金額 金７６億３，１６７万９，０００円） 

エ 契約の相手方 五洋・山口・トリヤマ建設共同企業体 

          構成員（代表者）  東京都文京区後楽二丁目６番１号 

                    五洋建設株式会社東京土木支店 

                    常務執行役員支店長 近藤敬士 

          構成員       東京都文京区千石三丁目２９番２６－１０１号 

                    山口建設株式会社 

                    代表取締役 山口巖 

構成員       東京都文京区本駒込二丁目１９番３号 

                    トリヤマ株式会社 

                   代表取締役 鳥山幸得太 

【参考】 

① 工   期  令和２年３月２３日から令和９年１１月４日まで 

② 支出科目等  令和元年度から令和７年度まで 一般会計 教育費 学校教育費 

令和８年度及び令和９年度 債務負担行為 

 

 


